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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年３月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の

うち、半期報告書の提出等に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正個所および訂正事項】
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第一部【証券情報】

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(２)内国投資信託受益証券の形態等

（以下略）

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用

を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下

位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関

等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記

載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友

アセットマネジメント株式会社（2019年４月１日より、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社とな

ります（予定）。以下、新会社名を記載します。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替

受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ

ん。

（以下略）

(４)発行（売出）価格

（以下略）

照会先の名称 電話番号
※ ホームページ

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp

(注)委託会社に対する照会先の情報は、2019年４月１日現在（予定）のものです（以下同じ。）。

※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

 

(５)申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、

3.24％（税抜3.0％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価

です。

 

(６)申込単位

（以下略）

 

＜訂正後＞

(２)内国投資信託受益証券の形態等

（以下略）

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用

を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下

位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関

等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記

載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友

ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す

る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（以下略）

(４)発行（売出）価格

（以下略）

照会先の名称 電話番号
※ ホームページ

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
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※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

 

(５)申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、

3.24％
＊
（税抜3.0％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価

です。

＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。

 

(６)申込単位

（以下略）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１　ファンドの性格

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(２)ファンドの沿革

（以下略）

2019年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ

Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継（予定）

 

(３)ファンドの仕組み

（以下略）

②委託会社等の概況

・資本金の額 20億円（2019年４月１日現在（予定））

・会社の沿革 1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立

（以下略）

 2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア

セットマネジメント株式会社に商号変更（予定）

・大株主の状況（2019年４月１日現在（予定））

（以下略）

 

＜訂正後＞

(２)ファンドの沿革

（以下略）

2019年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ

Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継

 

(３)ファンドの仕組み

（以下略）

②委託会社等の概況

・資本金の額 20億円（2019年４月１日現在）

・会社の沿革 1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立

（以下略）

 2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア

セットマネジメント株式会社に商号変更

・大株主の状況（2019年４月１日現在）

（以下略）

 

２　投資方針

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(３)運用体制

（以下略）

②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信

託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

 

※上記の運用体制は、2019年４月１日現在（予定）のものです。

 

(４)分配方針

（以下略）
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＜訂正後＞

(３)運用体制

（以下略）

②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信

託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

 

(４)分配方針

（以下略）
次へ
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３　投資リスク

＜リスクの管理体制＞

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種

投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確

認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ

ンプライアンス会議に報告されます。（2019年４月１日現在（予定））

 

＜訂正後＞

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種

投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確

認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ

ンプライアンス会議に報告されます。

＜参考情報＞

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

 

次へ
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４　手数料等及び税金

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(１)申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、

3.24％（税抜3.0％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価

です。

 

(２)換金（解約）手数料

（以下略）

(３)信託報酬等

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率

1.7712％（税抜1.64％）を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業

務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとお

りです。

（以下略）

※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対

価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お

よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

 

①信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中

から支弁するものとします。

（以下略）

(４)その他の手数料等

（以下略）

③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年

率0.00972％（税抜0.0090％）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財

産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更するこ

とができます。

 

④解約の際には、解約請求受付日の基準価額に0.1％を乗じて得た額が信託財産留保額として差し引か

れます。

 

(５)課税上の取扱い

（以下略）

＊上記の内容は2018年８月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること

があります。

（以下略）

 

＜訂正後＞

(１)申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、

3.24％
＊
（税抜3.0％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価

です。

＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
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(２)換金（解約）手数料

（以下略）

(３)信託報酬等

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率

1.7712％
＊
（税抜1.64％）を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う

業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のと

おりです。

（以下略）

※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対

価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お

よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

＊消費税率が10％になった場合は、年率1.804％となります。

 

①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終

了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。

（以下略）

(４)その他の手数料等

（以下略）

③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年

率0.00972％
＊
（税抜0.0090％）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託

財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更する

ことができます。

＊消費税率が10％になった場合は、年率0.0099％となります。

 

④解約の際には、解約請求受付日の基準価額に0.1％を乗じて得た額が信託財産留保額として差し引か

れます。

 

(５)課税上の取扱い

（以下略）

＊上記の内容は2019年２月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること

があります。

（以下略）

 
前へ　　次へ
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５　運用状況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
 
フレキシブル日本株ファンド

(１)投資状況

（2019年２月末現在）

投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率

親投資信託受益証券

（大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド）
日本 239,608,220 77.05%

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 71,358,475 22.95%

純資産総額 310,966,695 100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

 

 

その他の資産の投資状況

（2019年２月末現在）

投資資産の種類 国・地域名
買建／

売建
時価合計（円） 投資比率

株価指数先物 日本 買建 64,240,000 20.66%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

 (２)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

（2019年２月末現在）

イ．主要銘柄の明細

 銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資

 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率

1
大和住銀ジャパン・スペシャ

ル・マザーファンド

親投資信託受益

証券
70,034,262 3.7660 3.4213 － 77.05%

 日本 －  263,754,057 239,608,220 －  

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別 投資比率

親投資信託受益証券 77.05%

合計 77.05%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

 

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

 

②投資不動産物件

（2019年２月末現在）

該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

（2019年２月末現在）

種類 地域 資産名 買建／

　売建

数量 簿価(円) 時価(円) 投資

比率

株価指数先物 日本
TOPIX   先物

3103月
買建 4 62,941,744 64,240,000 20.66%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

 (３)運用実績

①純資産の推移

 
純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

設定時

（2014年９月５日）
1,051 － 1.0000 －

第１計算期間末

（2015年７月27日）
992 － 1.1329 －

第２計算期間末

（2016年７月25日）
549 － 0.8126 －

第３計算期間末

（2017年７月25日）
507 － 0.9364 －

2018年２月末日 424 － 1.0303 －

2018年３月末日 405 － 0.9918 －

2018年４月末日 397 － 0.9988 －

2018年５月末日 383 － 0.9710 －

2018年６月末日 373 － 0.9683 －

第４計算期間末

（2018年７月25日）
379 － 0.9870 －
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2018年７月末日 377 － 0.9808 －

2018年８月末日 366 － 0.9736 －

2018年９月末日 352 － 0.9635 －

2018年10月末日 315 － 0.8366 －

2018年11月末日 312 － 0.8294 －

2018年12月末日 310 － 0.8319 －

2019年１月末日 306 － 0.8233 －

2019年２月末日 310 － 0.8370 －

（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
 
②分配の推移

該当事項はありません。

 

③収益率の推移

期間 収益率

第１期（2014年９月５日～2015年７月27日） 13.3%

第２期（2015年７月28日～2016年７月25日） △28.3%

第３期（2016年７月26日～2017年７月25日） 15.2%

第４期（2017年７月26日～2018年７月25日） 5.4%

第５期中（2018年７月26日～2019年１月25日） △16.7%

（注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×100

 

 (４)設定及び解約の実績

期間 設定総額（円） 解約総額（円）

第１期（2014年９月５日～2015年７月27日） 4,420,103,985 3,543,860,543

第２期（2015年７月28日～2016年７月25日） 100,588,102 300,809,300

第３期（2016年７月26日～2017年７月25日） 73,449,214 207,769,530

第４期（2017年７月26日～2018年７月25日） 16,050,261 173,649,831

第５期中（2018年７月26日～2019年１月25日） 19,603,977 29,766,628

（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。

 

 

（参考）マザーファンドの運用状況
 
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

 (１) 投資状況

（2019年２月末現在）

投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率

株式 日本 62,461,232,050 97.76%

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,429,905,950 2.24%

純資産総額 63,891,138,000 100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

 

 

その他の資産の投資状況

（2019年２月末現在）

投資資産の種類 国・地域名
買建／

売建
時価合計（円） 投資比率

株価指数先物 日本 買建 1,300,860,000 2.04%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

 (２) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

（2019年２月末現在）

イ．主要銘柄の明細

 銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資

 国･地域 業種 又は額面金額 簿価(円) 時価(円) 償還期限 比率

1 日本電信電話 株式 507,600 4,610.62 4,801.00 － 3.81%

 日本 情報･通信業  2,340,353,061 2,436,987,600 －  

2
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ
株式 3,798,400 581.21 576.70 － 3.43%

 日本 銀行業  2,207,674,757 2,190,537,280 －  

3 トヨタ自動車 株式 280,900 6,725.00 6,697.00 － 2.94%

 日本 輸送用機器  1,889,052,500 1,881,187,300 －  

4 三菱商事 株式 510,200 3,107.67 3,139.00 － 2.51%

 日本 卸売業  1,585,534,590 1,601,517,800 －  

5 ソフトバンクグループ 株式 139,000 8,583.84 10,280.00 － 2.24%

 日本 情報･通信業  1,193,153,936 1,428,920,000 －  

6 日本たばこ産業 株式 501,300 2,756.69 2,833.00 － 2.22%

 日本 食料品  1,381,933,134 1,420,182,900 －  

7 任天堂 株式 39,500 33,406.39 30,440.00 － 1.88%

 日本 その他製品  1,319,552,561 1,202,380,000 －  

8 日本電気 株式 319,700 3,551.09 3,715.00 － 1.86%

EDINET提出書類

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11/29



 日本 電気機器  1,135,285,615 1,187,685,500 －  

9 本田技研工業 株式 347,800 3,194.12 3,153.00 － 1.72%

 日本 輸送用機器  1,110,915,643 1,096,613,400 －  

10 東京海上ホールディングス 株式 195,200 5,301.00 5,426.00 － 1.66%

 日本 保険業  1,034,755,200 1,059,155,200 －  

11 武田薬品工業 株式 220,000 4,425.00 4,469.00 － 1.54%

 日本 医薬品  973,500,000 983,180,000 －  

12 ソニー 株式 183,100 5,238.49 5,341.00 － 1.53%

 日本 電気機器  959,169,010 977,937,100 －  

13 富士フイルムホールディングス 株式 194,800 4,826.23 4,991.00 － 1.52%

 日本 化学  940,149,791 972,246,800 －  

14 三菱地所 株式 501,100 1,891.75 1,913.00 － 1.50%

 日本 不動産業  947,960,353 958,604,300 －  

15 日本ユニシス 株式 308,200 2,627.55 2,905.00 － 1.40%

 日本 情報･通信業  809,811,176 895,321,000 －  

16 日立製作所 株式 261,700 3,437.21 3,335.00 － 1.37%

 日本 電気機器  899,519,312 872,769,500 －  

17 日本航空 株式 214,500 3,980.00 4,065.00 － 1.36%

 日本 空運業  853,710,000 871,942,500 －  

18 キーエンス 株式 12,700 57,157.63 64,930.00 － 1.29%

 日本 電気機器  725,901,954 824,611,000 －  

19 村田製作所 株式 46,300 15,649.71 17,325.00 － 1.26%

 日本 電気機器  724,581,885 802,147,500 －  

20 東日本旅客鉄道 株式 70,700 10,137.80 10,660.00 － 1.18%

 日本 陸運業  716,743,042 753,662,000 －  

21
三井住友トラスト・ホールディ

ングス
株式 177,500 4,247.53 4,219.00 － 1.17%

 日本 銀行業  753,937,941 748,872,500 －  

22 信越化学工業 株式 80,700 8,857.32 9,271.00 － 1.17%

 日本 化学  714,786,232 748,169,700 －  

23 日本新薬 株式 105,700 6,653.58 7,070.00 － 1.17%

 日本 医薬品  703,283,943 747,299,000 －  

24 大和ハウス工業 株式 211,200 3,526.85 3,445.00 － 1.14%

 日本 建設業  744,870,985 727,584,000 －  

25 花王 株式 86,300 7,676.38 8,424.00 － 1.14%

 日本 化学  662,471,965 726,991,200 －  

26
バンダイナムコホールディング

ス
株式 148,300 4,744.21 4,740.00 － 1.10%

 日本 その他製品  703,567,700 702,942,000 －  

27 日立物流 株式 202,600 3,085.51 3,320.00 － 1.05%

 日本 陸運業  625,124,887 672,632,000 －  

28 日立ハイテクノロジーズ 株式 156,800 4,038.68 4,235.00 － 1.04%

 日本 卸売業  633,265,418 664,048,000 －  

29 テルモ 株式 97,100 6,283.68 6,820.00 － 1.04%

 日本 精密機器  610,145,562 662,222,000 －  

30 第一三共 株式 157,300 3,926.53 4,167.00 － 1.03%

 日本 医薬品  617,644,071 655,469,100 －  

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別 投資比率

株式 97.76%

合計 97.76%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

 

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種別 投資比率

（国内）

情報･通信業 13.19%

電気機器 10.35%

化学 6.75%

輸送用機器 6.65%

銀行業 5.93%

医薬品 5.86%

卸売業 5.47%

陸運業 5.09%

小売業 4.87%

食料品 4.38%

建設業 3.93%

その他製品 3.73%

不動産業 3.31%
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精密機器 2.99%

サービス業 2.93%

保険業 2.80%

電気･ガス業 1.75%

機械 1.48%

空運業 1.36%

パルプ･紙 1.13%

その他金融業 0.85%

非鉄金属 0.60%

ゴム製品 0.57%

鉱業 0.55%

石油･石炭製品 0.51%

ガラス･土石製品 0.41%

繊維製品 0.29%

金属製品 0.03%

鉄鋼 0.01%

小計 97.76%

合計 97.76%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

 

② 投資不動産物件

（2019年２月末現在）

該当事項はありません。

 

③ その他投資資産の主要なもの

（2019年２月末現在）

種類 地域 資産名 買建／

　売建

数量 簿価(円) 時価(円) 投資

比率

株価指数先物 日本
TOPIX   先物

3103月
買建 81 1,259,106,318 1,300,860,000 2.04%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

（参考情報）
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第２【管理及び運営】

３　資産管理等の概要

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(５)その他

（以下略）

⑥公告（2019年４月１日現在（予定））

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

（以下略）

 

＜訂正後＞

(５)その他

（以下略）

⑥公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

（以下略）
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第３【ファンドの経理状況】

１　財務諸表

原届出書の「１　財務諸表」の末尾に、下記事項が追加されます。

 

中間財務諸表

 

１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に

関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　　なお、中間財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年７月

26日から平成31年１月25日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監

査を受けております。

次へ
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フレキシブル日本株ファンド

 

(１)中間貸借対照表

区分  

当中間計算期間末

平成31年１月25日現在

金額（円）

資産の部   

流動資産   

金銭信託  30,338,976

コール・ローン  42,716,820

親投資信託受益証券  235,119,024

前払金  900,000

差入委託証拠金  1,980,000

流動資産合計  311,054,820

資産合計  311,054,820

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  301,744

未払解約金  349,213

未払受託者報酬  73,161

未払委託者報酬  2,928,407

その他未払費用  16,896

流動負債合計  3,669,421

負債合計  3,669,421

純資産の部   

元本等   

元本  373,939,707

剰余金   

中間剰余金又は中間欠損金（△）  △66,554,308

（分配準備積立金）  36,365,779

元本等合計  307,385,399

純資産合計  307,385,399

負債純資産合計  311,054,820

(２)中間損益及び剰余金計算書

区分

 当中間計算期間

自　平成30年７月26日

至　平成31年１月25日

金額（円）

営業収益   

受取利息  338

有価証券売買等損益  △29,303,143

派生商品取引等損益  △30,137,863

営業収益合計  △59,440,668

営業費用   
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支払利息  33,574

受託者報酬  73,161

委託者報酬  2,928,407

その他費用  20,962

営業費用合計  3,056,104

営業利益又は営業損失（△）  △62,496,772

経常利益又は経常損失（△）  △62,496,772

中間純利益又は中間純損失（△）  △62,496,772

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又

は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額

（△）

 

△1,586,144

期首剰余金又は期首欠損金（△）  △5,008,019

剰余金増加額又は欠損金減少額  428,068

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠

損金減少額

 
428,068

剰余金減少額又は欠損金増加額  1,063,729

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠

損金増加額

 
1,063,729

分配金  －

中間剰余金又は中間欠損金（△）  △66,554,308

 

次へ
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（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

当中間計算期間

自　平成30年７月26日

至　平成31年１月25日

  

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

  

２．デリバティブの評価基

準及び評価方法

個別法に基づき原則として時価で評価しております。

  

３．収益及び費用の計上基

準

有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

  

 

（中間貸借対照表に関する注記）

項目
当中間計算期間末

平成31年１月25日現在

  

１．元本状況  

期首元本額 384,102,358円

期中追加設定元本額 19,603,977円

期中一部解約元本額 29,766,628円

  

２．受益権の総数 373,939,707口

  

３．元本の欠損  

  

 66,554,308円

  

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

当中間計算期間（自　平成30年７月26日　至　平成31年１月25日）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目
当中間計算期間末

平成31年１月25日現在

  

１．金融商品の時価及び中

間貸借対照表計上額と

の差額

金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は

ありません。

  

２．時価の算定方法 (1)有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。

(3)金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。

  

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（株式関連）

区分 種類

当中間計算期間末

平成31年１月25日現在

契約額等

（円）

 

時価（円） 評価損益（円）
うち

１年超

（円）

市場取引

     

株価指数先物取引     

買建     

ＴＯＰＩＸ 62,941,744 － 62,640,000 △301,744

     

合計 － － 62,640,000 △301,744

（注）時価の算定方法

１）先物取引の残高表示は、契約額によっております。

２）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

 

（１口当たり情報）
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当中間計算期間末

平成31年１月25日現在

１口当たり純資産額

0.8220円

「１口＝１円（10,000口＝8,220円）」
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＜参考＞

当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお

り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益

証券であります。

※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

 

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

 

(１)貸借対照表

区分  
平成31年１月25日現在

金額（円）

資産の部   

流動資産   

金銭信託  680,893,926

コール・ローン  958,688,351

株式  61,267,502,620

派生商品評価勘定  1,306,749

未収入金  1,517,989,378

未収配当金  71,628,100

前払金  28,810,000

差入委託証拠金  54,450,000

流動資産合計  64,581,269,124

資産合計  64,581,269,124

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  15,752,517

未払金  1,646,189,355

その他未払費用  24,839

流動負債合計  1,661,966,711

負債合計  1,661,966,711

純資産の部   

元本等   

元本  18,741,549,754

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  44,177,752,659

元本等合計  62,919,302,413

純資産合計  62,919,302,413

負債純資産合計  64,581,269,124
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（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
自　平成30年７月26日

至　平成31年１月25日

  

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

株式

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ

いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して

おります。

 

また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額

もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま

す。

  

２．デリバティブの評価基

準及び評価方法

個別法に基づき原則として時価で評価しております。

  

３．収益及び費用の計上基

準

有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

  

 

（貸借対照表に関する注記）

項目 平成31年１月25日現在

  

１．元本状況  

開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の

元本額 12,473,404,988円

期中追加設定元本額 6,298,117,778円

期中一部解約元本額 29,973,012円

  

元本の内訳  

大和住銀ジャパン・スペシャル　ニュートラル・コース（ヘッ

ジあり） 237,445,543円

大和住銀ジャパン・スペシャル　マーケット・コース（ヘッジ

なし） 143,392,515円

フレキシブル日本株ファンド 70,034,262円

大和住銀／FOFｓ用日本株ＭＮ（適格機関投資家限定） 12,056,388,685円

大和住銀ＦｏＦ用ジャパン・マーケット・ニュートラル（適格

機関投資家限定） 6,234,288,749円

合計 18,741,549,754円

  

２．受益権の総数 18,741,549,754口

  

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目 平成31年１月25日現在

  

１．金融商品の時価及び貸

借対照表計上額との差

額

金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

ません。

  

２．時価の算定方法 (1)有価証券

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。

(3)金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。

  

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（株式関連）

区分 種類

平成31年１月25日現在

契約額等
※１

（円）

 

時価（円） 評価損益
※２

（円）
うち

１年超

（円）
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市場取引

     

株価指数先物取引     

買建     

ＴＯＰＩＸ 1,534,995,000 － 1,550,340,000 15,345,000

     

合計 － － 1,550,340,000 15,345,000

※１契約額等は、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」の決算に伴う洗い替えを含みます。

※２評価損益は、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの中間計算期間末日

までの期間に対応するものです。

（注）時価の算定方法

１）先物取引の残高表示は、契約額によっております。

２）期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

 

（１口当たり情報）

平成31年１月25日現在

１口当たり純資産額

3.3572円

「１口＝１円（10,000口＝33,572円）」
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２　ファンドの現況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

 

 純資産額計算書

（2019年２月末現在）

 

フレキシブル日本株ファンド

Ⅰ　資産総額 313,453,231 円

Ⅱ　負債総額 2,486,536 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 310,966,695 円

Ⅳ　発行済数量 371,512,392 口

Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8370 円

 

（参考）大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

Ⅰ　資産総額 65,539,061,833 円

Ⅱ　負債総額 1,647,923,833 円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 63,891,138,000 円

Ⅳ　発行済数量 18,674,330,658 口

Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4213 円

 

 

前へ　　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１　委託会社等の概況

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（2019年4月1日現在（予定））

（以下略）

 

＜訂正後＞

（2019年4月1日現在）

（以下略）

 

２　事業の内容及び営業の概況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助

言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を

行っています。

 

委託会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友ＤＳアセッ

トマネジメント株式会社に変更しました。

 

2019年2月28日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託

（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

 本　数（本） 純資産総額（円）

追加型株式投資信託 464 5,803,219,248,546

単位型株式投資信託 92 473,733,279,263

追加型公社債投資信託 1 28,478,014,085

単位型公社債投資信託 114 305,096,584,535

合　計 671 6,610,527,126,429

             

（ご参考）

2019年2月28日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信

託は除きます）は、以下の通りです。

 本　数（本） 純資産総額（円）

追加型株式投資信託 309 2,967,399,498,285

単位型株式投資信託 21 60,248,385,425

追加型公社債投資信託 - -

単位型公社債投資信託 74 254,925,714,516
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合　計 404 3,282,573,598,226

 

３　委託会社等の経理状況

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併

し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

（以下略）

 

＜訂正後＞

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併

し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。

（以下略）

 

５　その他

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

イ　定款の変更、その他の重要事項

（イ）定款の変更

（以下略）

b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行う予定です。

（ロ）その他の重要事項

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と

合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

（以下略）

 

＜訂正後＞

イ　定款の変更、その他の重要事項

（イ）定款の変更

（以下略）

b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。

（ロ）その他の重要事項

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と

合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。

（以下略）
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第２【その他の関係法人の概況】

１　名称、資本金の額及び事業の内容

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(１)受託会社

名称
資本金の額（百万円）

2018年３月末現在
事業の内容

（以下略）

＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞

・資本金：51,000百万円（2018年３月末現在）

（以下略）

(２)販売会社

名称
資本金の額（百万円）

2018年３月末現在
事業の内容

（以下略）

 

＜訂正後＞

(１)受託会社

名称
資本金の額（百万円）

2018年９月末現在
事業の内容

（以下略）

＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞

・資本金：51,000百万円（2018年９月末現在）

（以下略）

(２)販売会社

名称
資本金の額（百万円）

2018年９月末現在
事業の内容

（以下略）

 

３　資本関係

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（持株比率５％以上を記載しています。）

該当事項はありません。（2019年４月１日現在（予定））

 

＜訂正後＞

（持株比率５％以上を記載しています。）

該当事項はありません。

 

以上
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成31年3月1日

 

大和住銀投信投資顧問株式会社

取締役会　御中

 

 
有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 飯田　浩司　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 佐藤　栄裕　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

況」に掲げられているフレキシブル日本株ファンドの平成30年7月26日から平成31年1月25日までの中間計算期

間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監

査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠

して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な

情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため

に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監

査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤

謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立

案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務

諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、フレキシブル日本株ファンドの平成31年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す

る中間計算期間（平成30年7月26日から平成31年1月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。

 

利害関係

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

(注１)　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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(注２)　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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